
第７回須賀川市教育委員会 会議 

 

・令和７年７月２３日（水曜日） 

・市役所庁舎３階 市政経営会議室 

 

議事日程第１号 

          令和７年７月２３日（水曜日）午後３時００分 開議 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 教育長報告 

日程第３ 報告第 15号 令和７年度須賀川市一般会計補正予算（第 2 号） 

日程第４ 議案第 20号 須賀川市教育支援委員会委員の変更について 

日程第５ 議案第 21号 令和８年度使用教科用図書の採択について 

日程第６ 議案第 22号 須賀川市公立学校通学区域審議会委員の委嘱について 

日程第７ 議案第 23号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に    

ついて 

 

出席者（４人） 

      教育長             永瀬功一 

     ２番委員           須田由利子 

     ３番委員           渡辺由美子 

     ４番委員           海村真治 

 

欠席者（１人） 

      １番委員           佐浦雅明 

 

 

説明のため出席した者 

教育部長           松宮崇文 

     教育総務課長         五十嵐敏之 

      学校教育課長         武田純 

      こども課長          鈴木賢司 

       

事務局職員出席者 

     教育総務課課長補佐      羽生規子 

     教育総務課主任主査兼総務係長 木村理香 

 

 



○ 教育長(永瀬功一)第７回須賀川市教育委員会会議の開会を宣言し、議事に入る。

（午後３時００分 開会） 

 

 

日程第１ 会期の決定 

 

○ 教育長（永瀬功一）会期を提案し、本日 1日と決定する。 

 

 

日程第２ 教育長報告 

 

○ 教育長（永瀬功一） 

  それでは、私の方から１点ほど報告させていただきます。 

 

１ ７月の学校の教育活動について                     

  先月の教育委員会会議以降の市立学校の教育活動の取り組み状況についてお知ら

せします。 

７月１８日（金）には、市内各学校で第１学期終業式が行われ、授業日数７２日間

の第１学期が終了しました。子どもたちには、３７日間の夏休みをぜひ有意義に、健

康に過ごしてほしいと願っております。  

なお、第２学期始業式は８月２５日（月）となりますのでよろしくお願いいたしま

す。  

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第２ 教育長報告については了承願います。 

 

 

日程第３ 報告第 15号 令和７年度須賀川市一般会計補正予算（第 2 号） 

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第３ 報告第 15 号 令和７年度須賀川市一般会計補正予

算（第 2号）について を議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（松宮崇文）議案に基づき説明する。 

 

○ 教育長（永瀬功一）質疑、意見等を諮る。 

 

○ ４番委員（海村真治）対象は何世帯なのか。 

 

○ こども課長（鈴木賢司）６，２２３世帯である。 

 



○ ２番委員（須田由美子）歳入の交付金額と歳出予算額が違うのは、基準が違うと

いうことなのか。 

 

○ こども課長（鈴木賢司）国からくる交付金と、市の一般財源があり、職員の超過

勤務手当や事務費、郵送代等を含めて、交付金だけでは賄えない分を一般財源とし

て予算化している。 

 

○ 教育長（永瀬功一）質疑、意見等を諮る。 

           （「なし」との声あり） 

 

○ 教育長（永瀬功一）異議なしと認め、報告第 15号については、原案のとおり了

承する。 

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第４ 報告第 20号 須賀川市教育支援委員会委員の変

更について から 日程第７ 議案第 23号 教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価について までを議題とする。 

  報告第 20号 から 議案第 23号 までは、人事に関する案件等のため、須賀川

市教育委員会会議規則第 18条第 1項の規定により秘密会として審議することを提

案し、秘密会とすることを決定する。 

 

   （事務局で入口を封鎖する。） 

 

 

日程第４ 議案第 20号 須賀川市教育支援委員会委員の変更について 

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第４ 議案第 20号 須賀川市教育支援委員会委員の変更

について を議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（松宮崇文）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（永瀬功一）異議なしと認め、議案第 20号については、原案のとおり可

決する。 

 

 

 



日程第５ 議案第 21号 令和８年度使用教科用図書の採択について 

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第５ 議案第 21号 令和８年度使用教科用図書の採択に

ついて を議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（松宮崇文）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（永瀬功一）異議なしと認め、議案第 21号については、原案のとおり可

決する。 

 

 

日程第６ 議案第 22号 須賀川市公立学校通学区域審議会委員の委嘱について 

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第６ 議案第 22号 須賀川市公立学校通学区域審議会委

員の委嘱について を議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（松宮崇文）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（永瀬功一）異議なしと認め、議案第 22号については、原案のとおり可

決する。 

 

 

日程第６ 議案第 23号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に 

ついて 

 

○ 教育長（永瀬功一）日程第６ 議案第 23号 教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価について を議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（松宮崇文）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

 



○ 教育長（永瀬功一）異議なしと認め、議案第 23号については、原案のとおり可

決する。 

 

 

  以上により、本日の日程を終了し、第７回須賀川市教育委員会会議の閉会を宣言

する。 

（午後３時３１分 閉会） 

 

  



（ 令 和 ７ 年 第 ７ 回 分 ） 

 

●閉会後の意見交換事項（午後４時６分 終了） 

 

１ 「教科等教育研修」及び「セミナー研修」の開催について                      

（武田学校教育課長説明） 

    

２ 要保護・準要保護児童生徒就学援助費について 

（武田学校教育課長説明） 

 

３ 夏季休業中の学校プール指導の予定について   

（武田学校教育課長説明） 

  

４ 須賀川市立学校 学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）の概要について 

（武田学校教育課長説明） 

 

５ オリンピアンによる水泳教室・パネルディスカッションについて 

（武田学校教育課長説明） 

 


